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第７期熊本市障がい福祉計画・第３期熊本市障がい児福祉計画（最終案）の概要 

 

第１章 計画の概要 

 ● 本計画は、障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法に基づく「市町村

障害児福祉計画」を一体の計画として作成。 

 ● 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づいて作成された「障害福祉サービス等及び障害児通

所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に則して、障がい福祉施策に関する成

果目標や障害福祉サービスの必要量の見込を定める。 

 ● 県の福祉計画は、県内市町村の計画における成果目標値や障害福祉サービスの必要量の見込

を取りまとめるため、県との整合性も必要である。 

 ● 計画期間は、障害者総合支援法等に基づいて作成された国の基本的な指針及び県の福祉計画

と整合を図る必要があることから、令和 6 年度（2024 年度）から令和 8 年度（2026 年度）ま

での 3 年間。 

 

第２章 障がい者数の現況 

 ● 障害者手帳の所持者数、特定医療費（指定難病）受給者証所持者数、障害福祉サービス支給決定

者数 ほか 

 

第３章 令和 8 年度（2026 年度）の成果目標 ※一部抜粋 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

（1）障害者支援施設から地域生活への移行者数 

令和８年度 目標値 ４６人 
国の基本指針を踏まえ、令和４年度末時点の施設入所者
数（７６１人）の６％を設定。 

（2）施設入所者数 

令和４年度 基準値 ７６１人 
国の基本指針を踏まえ、令和４年度末時点の施設入所者
数（７６１人）を５％以上削減した人数を設定。 

令和８年度 目標値 ７２２人 

 

２ 地域生活支援の充実 

（1）地域生活支援拠点等の整備（運用状況の検証及び検討） 

令和８年度 目標値 年１回 

国の基本指針を踏まえ、本市の地域生活支援拠点等の機

能充実のため地域生活支援拠点の運用状況の検証及び

検討する会議の回数を設定。 
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（2）強度行動障がいを有する者の支援体制の整備 【新】 

令和８年度 目標値 ９ヵ所 

国の基本指針を踏まえ、強度高度障がいを有する者等か

らの相談支援を行うための障がい者相談支援センターの

設置数を設定。 

 

３ 福祉施設から一般就労への移行等 

（1）就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数 

令和３年度 基準値 １１６人 直近の伸び率等を考慮し、令和３年度の就労移行支援事
業等を通じた一般就労への移行者数の 1.69 倍を設定。
（国の基本指針は 1.28 倍と設定） 令和８年度 目標値 １96 人 

（２）就労移行支援事業、就労継続支援 A 型事業及び B 型事業の一般就労への移行者数 

 ①就労移行支援事業における移行者数 

令和３年度 基準値 ７４人 直近の伸び率等を考慮し、令和３年度の就労移行支援事
業における移行者数の 1.44 倍を設定。（国の基本指針
は 1.31 倍と設定） 令和８年度 目標値 107 人 

 ②就労移行支援事業所ごとの就労移行率 

令和８年度 目標値 60％ 

令和８年度の就労支援事業所における移行者数をふまえ

て、就労移行支援事業所のうち一般就労へ移行した利用

者の割合が 5 割以上の事業所数を全体の 6 割以上と設

定。（国の基本指針は 5 割以上と設定） 

 ③就労継続支援 A 型事業及び B 型事業における移行者数 

   ア 就労継続支援Ａ型 

令和３年度 基準値 ３０人 直近の伸び率等を考慮し、令和３年度の就労継続支援Ａ
型事業における移行者数の 2.48 倍を設定。（国の基本
指針では 1.29 倍と設定） 
※令和４年度の移行者数の 1.51 倍を設定。 令和８年度 目標値 75 人 

   イ 就労継続支援Ｂ型 

令和３年度 基準値 ９人 直近の伸び率等を考慮し、令和３年度の就労継続支援 B
型事業における移行者数の 1.56 倍を設定。（国の基本
指針では 1.28 倍と設定） 令和８年度 目標値 14 人 

（３）就労定着支援事業の利用者数等 

 ①就労定着支援事業の利用者数 

令和３年度 基準値 ８２人 就労移行支援事業に移行者数の増加率に合わせて、令和
３年度の就労定着支援事業の利用者数の１．４４倍を設
定。（国の基本指針では、１．４１倍と設定） 令和８年度 目標値 118 人 
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 ②就労定着支援事業所ごとの就労定着率 

令和８年度 目標値 30％ 

令和８年度の就労定着支援事業所における利用者数をふ

まえて、市内事業所のうち就労定着率が７割以上の事業

所数の割合を 3 割に設定。（国の基本指針では、2.5 割と

設定） 

（4）就労支援体制の構築を推進する協議会（就労支援部会）の設置 【新】 

令和８年度 目標値 月１回 

国の基本指針を踏まえ、熊本市障がい者自立支援協議会

の就労部会を継続して設置。（活動内容：成果物の作成、

就労系事業所間の情報共有、当事者との対話等） 

 

４ 障がい児支援の提供体制の整備等 

（1）重層的な地域支援体制の構築 

  ①児童発達支援センターの設置 

令和４年度 基準値 ４ヵ所 
令和４年度末時点では、西区は未設置であるが、令和
８年度末には、各区に１ヵ所以上の設置を目指す。 

令和８年度 目標値 ５ヵ所 

②保育所等訪問支援を実施できる事業所数 

令和４年度 基準値 ３６ヵ所 令和４年度末時点の３６ヵ所と同じく、令和５年度は増
回傾向にあることから、令和８年度末は現状維持を目
指す。 令和８年度 目標値 現状維持 

（2）重症心身障がい児への支援 

  ①主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所数 

令和４年度 基準値 １５ヵ所 令和４年度末時点の１５ヵ所と同じく、利用状況を踏まえ
てある程度充足していることから、令和８年度末は現状
維持を目指す。 
※中央区２、東区６、西区２、南区３、北区２ 令和８年度 目標値 現状維持 

②主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所 

令和４年度 基準値 １５ヵ所 令和４年度末時点の１５ヵ所と同じく、利用状況を踏まえ
てある程度充足していることから、令和８年度末は現状
維持を目指す 
※中央区４、東区４、西区２、南区３、北区２ 令和８年度 目標値 現状維持 

（3）医療的ケア児支援 

  ①医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

令和８年度 目標値 年２回 
国の基本指針を踏まえ、熊本市重症心身障がい児在宅支
援ネットワーク会議で継続して協議を行う。 
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  ②医療的ケア児支援のためのコーディネーターの配置 

令和４年度 基準値 １４人 国の基本指針を踏まえ、令和８年度末までに、医療的ケ
ア児等に関するコーディネーターを各基幹相談支援セ
ンターに２人配置を目指す。 令和８年度 目標値 １８人 

（4）障害児入所施設からの移行調整に係る協議の場の設置 【新】  

令和８年度 目標値 設置 
令和８年度末までに、現在設置されていない移行調整の
協議の場の設置を目指す。 

 

５ 相談支援体制の充実・強化等 

（1） 基幹相談支援センターの設置 【新】  

令和８年度 目標値 ９ヵ所 
国の基本指針を踏まえ、継続して、市内９ヵ所に基幹相談
支援センター（障がい者相談支援センター）を設置する 

（２）地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言 

令和８年度 目標値 ３９６回 
国の基本指針を踏まえ、障がい者相談支援センターが相
談支援事業者に対して実施する後方支援の件数を設定。
（令和４年度実績を参考） 

（３）地域の相談支援事業者の人材育成の支援 

 令和８年度 目標値 １８回 
国の基本指針を踏まえ、障がい者相談支援センターが相
談支援事業者に対して実施する研修の件数を設定。（９圏
域×年２回を予定） 

（４）地域の相談機関との連携強化の取組 

令和８年度 目標値 20 回 
国の基本指針を踏まえ、障がい者相談支援センターが開
催する区ネットワーク会議の回数を設定。（５区×年４回を
予定） 

（５）個別事例の支援内容の検証 【新】 

令和８年度 目標値 396 回 
国の基本指針を踏まえ、障がい者相談支援センターが相
談支援事業者に対して実施する後方支援の件数を設定。
（令和４年度実績を参考） 

（６）主任相談支援専門員の配置 【新】 

令和８年度 目標値 ９人 
国の基本指針を踏まえ、障がい者相談支援センターに、各
１名以上配置を目指す。 

（7）協議会における相談支援事業所の参画による事例検討 【新】 

令和８年度 目標値 12 回 
国の基本指針を踏まえ、熊本市障がい者自立支援協議会
の相談支援部会の実施回数を設定。（毎月１回開催） 

（8）協議会における相談支援事業所の参加数 【新】 

令和８年度 目標値 76 ヵ所 
国の基本指針を踏まえ、熊本市障がい者自立支援協議会
相談支援部会の参加事業所数を設定。（令和４年度実績
を参考） 
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（9）協議会の専門部会の設置数 【新】 

令和８年度 目標値 １ヵ所 
国の基本指針を踏まえ、熊本市障がい者自立支援協議会
において相談支援部会を継続して、設置する 

（10）協議会の専門部会の実施回数 【新】 

令和８年度 目標値 １２回 
国の基本指針を踏まえ、熊本市障がい者自立支援協議会
の相談支援部会の実施回数を設定。（毎月１回開催） 

 

６ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

（1）障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 

令和８年度 目標値 活用する 
国の基本指針を踏まえ、県が実施する障害福祉サービス
等に係る研修や市町村職員に対する研修等に参加する。 

（2）障害者自立支援給付審査支払等システム等による審査結果の共有 

令和８年度 目標値 共有する 
国の基本指針を踏まえ、障害者自立支援審査支払等シス
テム等での審査結果を分析してその結果を活用し、事業
所や関係自治体等と共有する。 

（3）指導監査結果の関係市町村との共有 

令和８年度 目標値 共有する 
国の基本指針を踏まえ、県が実施する指定障害福祉サー
ビス事業者等に対する指導監査の結果について共有す
る。 

 

 

第４章 障害福祉サービスの必要量の見込み 

障害福祉サービスの必要量の見込みについては、国の基本的な指針に則して本市における過去の

利用実績からの伸び、アンケート調査等により見込量を算出し、各事業の見込量を確保するための方

策を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●障害福祉サービス 

（1）訪問系サービス 

（2）日中活動系サービス 

生活介護、自立訓練、就労移行支援、 

就労継続支援、就労定着支援、療養介護、 

短期入所、就労選択支援【新】 

（3）居住系サービス 

自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援 

（4）相談支援 

計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 

●障害児支援 

（1）障害児通所支援 

児童発達支援、医療型児童発達支援、 

居宅型児童発達支援、放課後等デイサービス、 

保育所等訪問支援 

（2）障害児相談支援 

（3）障害児入所支援 

 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設  

（4）相談支援 

 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 

●医療的ケア児等コーディネーターの配置 
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第５章 地域生活支援事業の必要量の見込み 

地域生活支援事業の実施については、各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び

見込み量を算出し、各事業の見込量を確保するための方策を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●発達障がい者等に対する支援 

 （1）発達障がい者支援地域協議会の開催回数 

 （2）発達障がい者支援センターによる専門的な相談支援件数 

 （3）発達障がい者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数 

 （4）発達障がい者支援センター及び発達障がい者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への

研修会等開催回数 

 （5）ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数 

 （6）ペアレントメンターの人数 

 （7）ピアサポートの活動への参加人数 

●精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 （1）保健、医療及び福祉関係者による協議の場の設置 

 （2）ピアサポート活用に係る事業 

 （3）精神障がい者の地域移行支援、地域定着支援、共同生活援助、自立生活援助、【新】自立訓練（生

活訓練）の利用者数 

●子ども・子育て支援事業の提供体制の整備 

（1） 理解促進・研修啓発事業  （2） 手話通訳者派遣事業  （3） 相談支援事業 

（4） 成年後見制度利用支援事業／成年後見制度法人後見支援事業  （5） 意思疎通支援事業 

（6） 日常生活用具給付事業  （7） 手話奉仕員養成研修事業  （8） 移動支援事業 

（9） 地域活動支援センター機能強化事業  （10） 発達障がい者支援センター運営事業  

（11） 障害児等療育支援事業  （12） 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 

（13） 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業  （14） 日中一時支援事業  

（15） 福祉ホーム事業運営費助成  （16） 訪問入浴サービス事業  

（17） 生活支援事業（視覚障がい者の生活訓練）  （18） 障がい者スポーツ大会 


